
１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針

南島原市 蒲河地区（蒲河集落） 平成２５年７月 令和３年３月

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

①地区内の耕地面積 143.2 ｈａ

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 79.7 ｈａ

③地区内における７５才以上の農業者の耕作面積の合計 32.1 ｈａ

ⅰ　うち後継者未定または不明の農業者の耕作面積の合計 30.6 ｈａ

今後さらに、他地区からの担い手を確保するために、農地中間管理事業を活用する必要性がある。そのために
は、圃場環境の整備として先ずは農道の整備を検討していく。

鬼塚・新田などの、条件の良い農地周辺の支線農道を整備することで、耕作条件を整え、農地中間管理事業を
活用することで地区外からの担い手の確保を目指す。

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 11.0 ｈａ

（備考）

アンケート結果によると、有家町の縮小・離農したい耕作面積が２９．７８ｈａに対し、拡大したい中心経営体の意
向面積が１７．５ｈａと少なく、新たな農地の受け手の確保が必要である。
蒲河地区は、後継者が少ない状況である。また、まとまった農地があり幹線道路はあるものの、支線農道が狭
い。施設野菜の経営も増えており、基盤整備の機運は低い。
条件の良い農地では他地区からの入作が行われている。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針


